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青
おうめし

梅市ホームページは英語・スペイン語・中国語・韓国語・ドイツ語でも閲
えつらん

覧できます。
保険・年金・税金暮らし・住まい・環境

３ １０ １５

国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
へ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
伴
う

傷
病
手
当
金
を
支
給
し
ま
す

対
象　

次
の
①
〜
③
の
す
べ

て
に
該
当
す
る
方

①
青
梅
市
国
民
健
康
保
険
ま

た
は
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
に
加
入
し
て
い
る

方
②
給
与
等
の
支
払
い
を
受
け

て
い
る
方

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
感
染
し
た
場
合

ま
た
は
発
熱
等
の
症
状

が
あ
り
感
染
が
疑
わ
れ

た
場
合
に
、
療
養
の
た
め

労
務
に
服
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
方

支
給
期
間　

労
務
に
服
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
日
か
ら
起
算
し
て
３

日
を
経
過
し
た
日
か
ら

労
務
に
服
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
期
間

支
給
額　

１
日
当
た
り
の
支

給
額
(
直
近
の
継
続
し
た

３
か
月
間
の
給
与
収
入

の
合
計
額
を
就
労
日
数

で
除
し
た
金
額
)
×
３
分

の
２
×
日
数
(
支
給
対
象

と
な
る
日
数
)

※
１
日
当
た
り
の
支
給
額
に

は
上
限
(
標
準
報
酬
月
額

等
級
の
最
高
等
級
の
標

準
報
酬
月
額
の
30
分
の

１
に
相
当
す
る
金
額
の

３
分
の
２
に
相
当
す
る

金
額
)
が
あ
り
ま
す
。

※
給
与
等
の
全
部
ま
た
は
一

部
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
は
、
支
給
額
が

調
整
さ
れ
る
場
合
や
、
支

給
さ
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

適
用
期
間　

令
和
２
年
１
月

１
日
〜
３
年
12
月
31
日

で
、
療
養
の
た
め
労
務
に

服
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
期
間

※
入
院
が
継
続
す
る
場
合
等

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
減
免

対
象
の
世
帯　

次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
こ
と

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
よ
り
、
主
た
る
生
計
維

持
者
が
死
亡
し
、
ま
た
は
重

篤
な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
主
た
る

生
計
維
持
者
の
収
入
の
減
少

が
見
込
ま
れ
、
次
の
⑴
〜
⑶

に
該
当
す
る
世
帯

　

世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持

者
に
つ
い
て
、
⑴
事
業
収

入
、
不
動
産
収
入
、
山
林
収

入
ま
た
は
給
与
収
入
の
い
ず

れ
か
が
前
年
に
比
べ
て
10
分

の
３
以
上
減
少
す
る
見
込
み

で
あ
る
こ
と
⑵
前
年
の
合
計

所
得
金
額
が
１
千
万
円
以
下

で
あ
る
こ
と
⑶
収
入
減
少
が

見
込
ま
れ
る
種
類
の
所
得
以

外
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額

が
400
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

減
免
額　

①
に
該
当
…
全
額
免

除
②
に
該
当
…
表
１
の
減
免

対
象
保
険
税
(
料
)
額
に
表

２
の
減
免
割
合
を
か
け
た
金

額
※
主
た
る
生
計
維
持
者
の
事
業

等
の
廃
止
や
失
業
の
場
合

は
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額

に
か
か
わ
ら
ず
、
表
１
で
算

出
し
た
減
免
対
象
保
険
税

(
料
)
額
の
全
額
が
免
除
さ

れ
ま
す
。

対
象
と
な
る
保
険
税(

料)

①
令
和
３
年
度
分
の
保
険
税

(

料)

で
、
▽
普
通
徴
収
…

令
和
３
年
４
月
１
日
〜
４
年

３
月
31
日
に
納
期
限
が
到
来

す
る
も
の
▽
特
別
徴
収
…
令

和
３
年
４
月
１
日
〜
４
年
３

月
31
日
に
特
別
徴
収
対
象
の

年
金
給
付
の
支
払
日
が
設
定

さ
れ
て
い
る
も
の

②
令
和
２
年
度
分
の
保
険
税

(

料)

で
、
令
和
２
年
度
末

に
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
等

に
よ
り
令
和
３
年
４
月
１
日

〜
４
年
３
月
31
日
に
納
期
限

が
到
来
す
る
も
の

申
請
方
法　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た

め
、
郵
送
で
保
険
年
金
課
へ

※
持
参
も
可

※
必
要
書
類
等
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
(
記
事
ID
…
１
９
３

８
７
・
２
２
２
７
２
)
参
照

ま
た
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ

▽
国
民
健
康
保
険
税
…
保
険
年

金
課
資
格
賦
課
係

▽
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
…

同
課
後
期
高
齢
者
医
療
係

表１　減免対象保険税（料）額の計算式

表２　減免割合

減免対象保険税（料）額＝Ａ×Ｂ÷Ｃ

Ａ： 世帯の被保険者全員について算定した保
険税（料）額

Ｂ： 世帯の主たる生計維持者の減少が見込ま
れる収入にかかる前年の所得金額

Ｃ： 主たる生計維持者および世帯の被保険者
全員の前年の合計所得金額

前年の合計所得金額 減免割合

３００万円以下 全額

４００万円以下 １０分の８

５５０万円以下 １０分の６

７５０万円以下 １０分の４

１千万円以下 １０分の２

自
治
会
活
動
紹
介
コ
ー
ナ
ー
75

観
光
客
へ
の
「
お
も
て
な
し
」

自
治
会
連
合
会
第
４
支
会
長　

土
方　

功

　

梅
郷
地
区
内
に
は
観
光
資

源
も
多
く
、
観
光
客
の
た
め

に
、
自
治
会
で
も
さ
ま
ざ
ま

な
面
で
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
自
治
会
で
行
っ
て
い

る
「
お
も
て
な
し
」
活
動
の

一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

　

畑
中
連
合
自
治
会
で
は
、

例
年
、
市
か
ら
配
布
さ
れ
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
花
壇
へ
の
花

苗
が
コ
ロ
ナ
禍か

に
よ
り
無
く

な
っ
た
た
め
、
連
合
自
治
会

独
自
事
業
で
、
観
光
に
み
え

る
お
客
さ
ん
へ
の
「
お
も
て

な
し
」
と
し
て
、
奥
多
摩
観

光
の
入
り
口
で
あ
る
吉
野
街

道
沿
い
３
か
所
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
花
壇
に
、
500
ポ
ッ
ト
の

マ
リ
ー
ゴ
ー
ル
ド
を
植
え
て

お
迎
え
し
て
い
ま
す
。

　

青
梅
市
と
日
の
出
町
の
境

界
に
あ
る
「
赤
ぼ
っ
こ
」
は
、

標
高
409
・
５
ｍ
と
低
山
な
が

ら
、
山
頂
か
ら
の
眺
望
が
よ

く
、
奥
多
摩
の
山
々
、
吉
野

の
街
並
み
、
晴
天
の
日
は
ス

カ
イ
ツ
リ
ー
も
見
え
、
人
気

の
ス
ポ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
ま

す
。
和
田
町
自
治
会
で
は
、

頂
上
周
辺
に
地
元
森
林
組
合

と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
に
山

桜
、
ツ
ツ
ジ
、
河
津
桜
を
、

昨
年
春
に
は
ム
ラ
サ
キ
ツ
ツ

ジ
120
本
を
植
樹
し
ま
し
た
。

山
頂
に
は
地
元
有
志
の
方
が

設
置
し
た
方
向
盤
が
あ
り
、

遠
く
筑
波
山
や
新
宿
な
ど
の

方
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
こ
を
訪
れ
る
皆
さ
ん

が
安
全
に
ゆ
っ
く
り
く
つ
ろ

ぎ
な
が
ら
素
晴
ら
し
い
眺
望

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
と
願
っ
て
、
夏
と
秋
、

下
草
刈
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

柚
木
町
に
あ
る
愛あ

た

ご

や

ま

宕
山
に

は
、
愛
宕
神
社
や
即
清
寺
、

山
内
新
四
国
八
十
八
箇
所
な

ど
の
名
所
が
あ
り
、
訪
れ
る

方
も
増
え
て
い
ま
す
。
柚
木

町
連
合
自
治
会
で
は
、
愛
宕

山
周
辺
の
下
草
刈
り
や
吉
野

山
園
地
の
清
掃
に
協
力
し
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
自
治
会
員

有
志
の
「
88
盛
り
上
げ
隊
」

で
は
、
ガ
イ
ド
用
地
図
の
作

成
や
展
望
台
に
「
し
あ
わ
せ

の
鐘
」
を
設
置
す
る
な
ど
観

光
客
の
誘
致
に
努
め
て
い
ま

す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
も
、
遠
出

が
ま
ま
な
ら
な
い
こ
の
時

期
、
身
近
な
観
光
地
へ
ぜ
ひ

お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

▽
青
梅
市
自
治
会
連
合
会

H P

https://www.ome-

rengou.jp/

問
い
合
わ
せ　

市
民
活
動
推

進
課
地
域
支
援
係

対象　市内を定置場とする原動機付自転車の所有者

対象車種

▽第１種（白色・総排気量５０㏄以下）

▽第２種の乙（黄色・総排気量５０㏄超９０㏄以下）

▽第２種の甲（桃色・総排気量９０㏄超１２５㏄以下）

※交付手数料無料

※新規登録のほか、従来のナンバープレートからの交換

可

※新規登録、交換ともにナンバーの指定不可

登録に必要なもの　下表参照

交付申請先・問い合わせ　市民税課庶務係（市役所１階）

原動機付自転車の状況 登録に必要なもの

販売店から購入して新規登録する場合
販売証明書（販売店が発行）、届出者の本
人確認書類

名義変更
（譲渡）

旧所有者のナンバーが廃車
手続き済みの場合

廃車済書（廃車時に市区町村が発行）、譲
渡証明書、届出者の本人確認書類

旧所有者のナンバーが廃車
手続きしていない場合

ナンバープレート、標識交付証明書、譲渡
証明書、届出者の本人確認書類

青梅市で登録した従来のナンバープ
レートから交換する場合

ナンバープレート、標識交付証明書、届出
者の本人確認書類

※本人および同居の方でない方が届出する場合、委任状が必要です。
※譲渡証明書は旧所有者印が押印してあるもの
※青梅市に住民登録がなく、市内に定置場がある方は、住民登録が確認できる書類
と市内の定置場が確認できる書類（アパートの賃貸借契約書など）も必要です。

※ナンバープレートの交換により、自動車損害賠償責任保険の変更手続きが必要と
なる場合があります。保険会社等へご確認ください。

原動機付自転車
ゆめうめちゃんナンバープレートの無料交付

　青梅税務署主催により、毎年１１月

に開催していた年末調整等説明会は、

令和３年度以降は開催しないこととな

りました。

　年末調整に関する動画（１０月中旬

以降公開予定）、関係用紙は国税庁ホー

ムページ https://www.nta.go.jp/

users/gensen/nencho/index.htm（ 二

次元コード参照）に掲載されています

ので、ご覧ください。

　なお、例年年末調整等説

明会で配布している給与支

払報告書・総括表は、１１月１日～

１９日に市役所１階ロ

ビーに設置するので、必要な方はお越

しください。

問 い合わせ　青梅税務署法人課税第

１部門・管理運営部門☎２２－３

１８５、市市民税課市民税係

「年末調整等説明会」の中止

は
、
最
長
１
年
６
か
月
ま

で
申
請
・
問
い
合
わ
せ

▽
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
方
…
郵
送
で
保

険
年
金
課
給
付
係
へ

▽
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に

加
入
し
て
い
る
方
…
郵

送
で
都
広
域
連
合
「
お
問

合
わ
せ
セ
ン
タ
ー
」
☎

０
５
７
０
・
086
・
519
へ
・

市
保
険
年
金
課
後
期
高

齢
者
医
療
係

※
申
請
に
は
、
医
師
の
意
見

書
や
事
業
主
の
証
明
が

必
要
で
す
。
状
況
に
よ
り

提
出
書
類
等
が
異
な
り

ま
す
の
で
、
事
前
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

△畑中コミュニティ花壇

△赤ぼっこ山頂


